
議案第 3 6号  

 

令和２年度大木町一般会計補正予算（第４号） 

 

令和２年度大木町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（ 歳入歳出予算の補正 ） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、53,379千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ、7,934,651千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

令和２年６月11日提出 

 

大木町長  境  公 雄   

 











591,795

591,795

　　第２表　 債務負担行為補正　

　　（　追　加　）

期　　　間 限 度 額 (千円）

電算基幹システム・情報システムリプレー
ス

令和3年度から令和8年度まで
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（  変　更  ）

起債の方法 利　率 償還の方法 起債の方法 利　率 償還の方法

206,800 209,900

　第３表  地方債補正

起  債  の  目  的

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限度額 限度額

　政府資金ま
たは地方公共
団体金融機構
資金について
はその融資条
件により、銀
行その他の場
合には債権者
と協定すると
ころによる。
ただし、町財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期限を
短縮し、もし
くは繰上げ償
還または低利
に借り換えす
ることができ
る。

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

総合体育館大規模
改修事業債

千円

証書借入

3.0%以内　

千円

証書借入

計

3.0%以内　

206,800

　政府資金ま
たは地方公共
団体金融機構
資金について
はその融資条
件により、銀
行その他の場
合には債権者
と協定すると
ころによる。
ただし、町財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期限を
短縮し、もし
くは繰上げ償
還または低利
に借り換えす
ることができ
る。

209,900
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国　庫
支出金

地方債 その他

電算基幹システム・情報シス
テムリプレース

591,795 — 0

令和3年
度から令
和8年度

まで

591,795 0 0 0 591,795

小　　　　計  ( 6月補正予算 ） 591,795 0 591,795 0 0 0 591,795

小　　　　計 （当　初　予　算 ） 1,651,210 1,286,528 364,682 0 0 0 364,682

合　　　　　　　　　　計 2,243,005 1,286,528 956,477 0 0 0 956,477

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込
み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　項 限　度　額

前年度末までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

期　　　間  金　　額 期　　　間 金　　　額

特　　　定　　　財　　　源

一般財源
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地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

前々年度末 前年度末 当該年度末

現在高 現在高見込額 現在高見込額

補正前の額 補 正 額 補正後の額補正前の額補 正 額 補正後の額

  １．　普　　通　　債 2,297,038 2,229,229 524,300 3,100 527,400 229,992 0 229,992 2,526,637

　（１）総　　　　　務 252,978 236,314 0 0 0 16,789 0 16,789 219,525

　（２）民　　　　　生 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（３）衛　　　　　生 759,481 708,327 65,400 0 65,400 60,150 0 60,150 713,577

　（４）農　林　水　産 643,068 553,634 23,500 0 23,500 91,536 0 91,536 485,598

　（５）土　　　　　木 230,674 243,863 116,000 0 116,000 17,998 0 17,998 341,865

　（６）消　　　　　防 20,036 24,627 5,000 0 5,000 4,972 0 4,972 24,655

　（７）教　　　　　育 390,801 462,464 314,400 3,100 317,500 38,547 0 38,547 741,417

　２．　災 害 復 旧 債 0 0 13,000 0 13,000 0 0 0 13,000

　（１）衛　　　　　生 0 0 13,000 0 13,000 0 0 0 13,000

　（２）土　　　　　木 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（３）教　　　　　育 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　３．　そ　　の　　他 2,748,241 2,691,807 155,000 0 155,000 223,625 0 223,625 2,623,182

　（１）減税補てん債 30,287 23,047 0 0 0 6,112 0 6,112 16,935

　（２）臨時税収補てん債 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（３）臨時財政対策債 2,717,954 2,668,760 155,000 0 155,000 217,513 0 217,513 2,606,247

　（４）災害援護貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（５）特定資金公共投資事業債 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　　　　　計 5,045,279 4,921,036 692,300 3,100 695,400 453,617 0 453,617 5,162,819

区                  分

当 該 年 度 中 増 減 見 込

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
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